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は
じ
め
に　

�『
賀
茂
社
嘉
元
年
中
行
事
』
に
み
る
神
饌
の
品

目
の
特
色

　

中
世
に
お
け
る
賀
茂
別
雷
神
社（
上
賀
茂
社
）の
神
饌
供
進
の
実
態
は
、

鎌
倉
時
代
末
期
の
同
社
神
主
賀
茂
経
久
が
、
毎
年
恒
例
の
神
事
の
次
第
を

ま
と
め
た
と
み
ら
れ
る
、
賀
茂
別
雷
神
社
蔵
『
賀
茂
社
嘉
元
年
中
行
事
』

か
ら
多
く
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る（
１
）。

こ
の
行
事
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ

た
神
事
は
数
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
、
神
饌
の
品
目
や
、
供
進
の
次
第

に
関
す
る
記
載
が
比
較
的
詳
細
で
、
所
作
の
上
で
も
、
祭
神
の
在
所
た
る

中
世
賀
茂
別
雷
神
社
の
神
事
に
お
け
る
鯉
の
供
進
に
つ
い
て

加
瀬
直
弥

正
殿
の
戸
を
開
く（
２
）定

め
で
あ
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
。
具
体
的
に
は
、
四

月
の
賀
茂
祭
・
十
一
月
の
相
嘗
会
の
よ
う
に
、
古
代
の
創
祀
が
確
か
な
ま

つ
り
や
、
中
世
の
多
く
の
神
社
で
重
視
さ
れ
て
い
た
節
日
の
神
事
が
該
当

す
る
。

　

さ
て
、こ
れ
ら
御
戸
開
の
伴
う
神
事
を
対
象
に
、神
饌
に
注
目
し
て『
嘉

元
年
中
行
事
』
を
確
か
め
る
と
、
お
こ
な
わ
れ
る
季
節
、
な
い
し
は
式
日

に
因
ん
だ
品
が
、
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
正
月
の
「
し（
羊
歯
）た
の

御
料
」
や
、
五
月
五
日
の
「
さ（
菖
蒲
）

う
ふ
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら

の
品
と
は
別
に
、
供
進
の
次
第
に
ほ
ぼ
欠
く
こ
と
な
く
登
場
す
る
品
も
あ

る
。「
こ
ゐ
」
と
「
と
り
」、
す
な
わ
ち
鯉（
３
）と
鳥
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
該
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当
す
る
中
で
最
も
簡
略
な
六
月
三
十
日
の
次
第
を
あ
げ
る
が
、「
れ
い
に

か
は
る
へ
か
ら
す
」
と
、
他
の
神
事
同
様
と
し
て
記
載
を
省
略
し
た
場
合

で
も
、
鯉
・
鳥
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。

御
料
の
ま（
参
）い

る
次
第
、
一
番
か（

烏

扇

）

ら
す
あ
ふ
き
、
こ
れ
は
ま
い
り
ぬ
れ

は
大
八
あ（
足
）し
へ
仕
て
、
や
か
て
少
八
あ
し
へ
ま
い
ら
す
へ
し
、
其
後

御
料
の
ま
い
る
事
は
つ
ね
の
こ（
如
）と

し
、
御
は（
箸
）し

の
代
、
こ（
鯉
）ゐ

、
と（
鳥
）り

等
の
ま
い
る
事
は
、
れ（
例
）い

に
か（
変
）は

る
へ
か
ら
す
、

　

御
戸
開
の
伴
う
神
事
の
次
第
全
般
を
俯
瞰
す
る
と
、
鯉
・
鳥
は
、
米
の

調
理
品
各
種
よ
り
も
記
載
さ
れ
る
頻
度
が
高
く
、
ま
た
、
こ
れ
ら
両
種
の

供
進
の
順
番
も
、
季
節
・
式
日
に
特
色
あ
る
品
や
、
米
の
調
理
品
に
次
ぎ
、

多
く
は
精
進
の
物
や
、
果
物
や
薬
に
先
立
つ
。
鯉
が
供
進
さ
れ
る
神
事
に

つ
い
て
は
表
に
示
し
た
が
、
恒
例
の
重
要
な
神
事
に
お
い
て
は
、
鯉
・
鳥

を
必
ず
供
進
す
る
定
め
の
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

　

そ
の
中
で
も
、
鳥
よ
り
も
種
類
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
表
現
と
な
っ
て

い
る
の
が
鯉
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
鯉
の
調
達
の
実
態
と
、
そ
れ
と

関
連
す
る
上
賀
茂
社
の
神
饌
の
特
色
に
つ
い
て
、考
え
を
め
ぐ
ら
せ
た
い
。

中
世
上
賀
茂
社
の
鯉
・
鳥
供
進
神
事（『
嘉
元
年
中
行
事
』に
よ
る
）

月

日

神
事
名

備
考

正

一

御
神
事

「
と
り
」
の
み
＊

正

七

御
神
事

注
に
「
大
こ
ゐ
也
」

正

十
五
御
神
事

注
に
「
大
こ
ゐ
」

二

吉

と
け
の
ま
つ
り
の
御
神
事

三

三

御
神
事

四

中
酉
御
ま
つ
り

五

五

御
神
事

六

三
十
み
な
つ
き
の
御
神
事

七

七

御
神
事

十
一
初
卯
さ
う
し
ゃ
う
ゑ

＊�

正
月
一
日
の
御
神
事
の
神
饌
供
進
の
次
第
に
は
、
鯉
に
関
す

る
記
載
は
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
箇
所
は
下
端
部
が
欠
落
し

て
お
り
、
他
の
神
事
の
順
番
か
ら
す
れ
ば
「
こ
ゐ
」
の
記
載

が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

※�

節
日
に
あ
た
る
九
月
九
日
の
御
神
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
次

第
の
大
部
分
が
欠
落
し
て
お
り
、
鯉
・
鳥
と
も
に
供
進
の
有

無
が
確
認
で
き
な
い
。た
だ
し
、三
月
三
日
・
五
月
五
日
な
ど
、

他
の
節
日
の
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
供
進
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
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一　

鯉
の
調
達
に
関
す
る
整
理

１　

鎌
倉
時
代
末
期
に
お
け
る
調
達
の
実
態

　

鯉
の
調
達
に
関
し
て
は
、『
嘉
元
年
中
行
事
』
を
著
し
た
賀
茂
経
久
が
、

次
の
よ
う
に
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
正
月
の
出
来
事
を
記
し
留
め
て

い
る（
４
）点
が
注
目
さ
れ
る
。

一
、
今
日
の
御
料
の
こ（

鯉
）ゐ

以
外
に
ち（
小
）い

さ
し
、
よ（
淀
）と

の
と（
問
）い

丸
申
こ

と
く
は
、
ち（

力

）

か
ら
及
か
た
し
、
候
は
ぬ
よ
し
申
、
り（

立

用

）

う
よ
う
を
し
ヽ

め
ら
る
へ
き
よ
し
申
□

同
月
元
日
の
供
進
の
際
の
鯉
が
小
さ
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
無
力
で
あ
る

旨
を
述
べ
た
の
は
、
淀
の
問
丸
で
あ
る
。
京
南
郊
の
水
運
の
要
衝
で
あ
る

淀
に
は
、
平
安
時
代
初
期
か
ら
津
が
あ
り（
５
）、
問
丸
に
通
ず
る
と
み
ら
れ
る

「
問
男
」
も
、
平
氏
政
権
時
に
は
同
所
を
拠
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る（
６
）。
そ
し
て
、
魚
市
も
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
存
在
し
て
い

た（
７
）。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、『
乾
元
二
年
日
記
』
に
記
さ
れ
た
よ
う

な
問
題
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
魚
類
の
集
散
地
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て

い
た（
８
）同
所
を
介
し
て
神
饌
の
品
を
得
る
こ
と
は
、
安
定
性
と
い
う
点
か
ら

す
れ
ば
、
理
に
か
な
っ
て
い
よ
う
。

　

た
だ
し
、鯉
の
調
達
に
つ
い
て
は
、別
の
経
路
の
存
在
も
想
定
で
き
る
。

そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
御
戸
開
の
次
第
は
伴
わ
な

い
も
の
の
、
鯉
の
調
達
に
つ
い
て
あ
る
程
度
明
確
な
神
事
で
あ
る
、
正
月

の
御
棚
会
の
神
饌
を
と
り
あ
げ
る
。

　

も
っ
と
も
、
中
世
半
ば
以
前
の
品
目
に
つ
い
て
の
実
情
は
、
社
司
に
よ

る
記
録
か
ら
は
明
確
で
は
な
い（
９
）。し
か
し
な
が
ら
、延
宝
八
年（
一
六
八
〇
）

に
成
立
し
た
『
賀
茂
注
進
雑
記
』
の
、「
安
曇
河
の
大
鯉
大
鮒
と
号
し
て

小
鯉
小
鮒
を
そ
な
へ（

（1
（

」と
い
う
記
載
か
ら
、同
会
に
お
け
る
鯉
に
注
目
し
、

従
来
の
調
達
先
が
近
江
国
の
安
曇
河
御
厨
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
す

る
、
須
磨
千
頴
氏
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る（

（1
（

。

　

翻
っ
て
、『
嘉
元
年
中
行
事
』
の
記
載
に
戻
る
と
、
正
月
の
七
日
と

十
五
日
の
神
事
の
鯉
に
つ
い
て
の
記
載
に
は
、
表
の
備
考
に
示
し
た
と
お

り
、「
大
こ
ゐ
也
」
も
し
く
は
「
大
こ
ゐ
」
と
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
以
外
の
御
戸
開
の
伴
う
神
事
に
同
様
の
注
が
存
在
し
な
い
点
を
勘
案
す

る
と
、
こ
れ
ら
の
神
事
に
お
い
て
は
、
同
月
に
お
こ
な
わ
れ
る
御
棚
会
同

様
、
鯉
の
調
達
に
関
し
て
は
、
平
素
と
は
相
違
す
る
留
意
点
が
あ
っ
た
も

の
と
理
解
で
き
る（

（1
（

。
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２　

神
饌
と
し
て
の
琵
琶
湖
周
辺
の
鯉

　

そ
れ
で
は
、
安
曇
河
御
厨
か
ら
の
鯉
の
調
達
は
、
ど
の
程
度
実
現
で
き

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
御
厨
の
要
と
な
る
安
曇
川
は
、
琵
琶
湖
の
北
西

部
を
終
端
と
し
、
全
国
に
分
布
し
て
い
た
中
世
以
降
の
上
賀
茂
社
の
社
領

の
中
で
は
、比
較
的
近
隣
に
所
在
す
る
と
い
え
る
。そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、

神
饌
と
な
る
鯉
の
漁
場
と
な
る
立
地
的
条
件
を
備
え
て
い
よ
う
。
た
だ
、

前
述
の
、
淀
か
ら
鯉
を
調
達
し
て
い
た
と
い
う
実
情
を
念
頭
に
置
く
必
要

も
あ
る
の
で
、
視
点
を
ひ
ろ
げ
、
琵
琶
湖
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
、
神

饌
と
な
る
鯉
の
供
進
の
実
態
を
整
理
す
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
迂
遠
だ
が
、
賀
茂
御
祖
社
（
下
鴨
社
）
の
例
か
ら
そ

れ
を
う
か
が
い
た
い
。
同
社
は
平
安
時
代
よ
り
、
安
曇
河
御
厨
の
南
、
滋

賀
郡
に
堅
田
御
厨
を
有
し
て
い
た
。次
に
よ
れ
ば
、建
久
五
年（
一
一
九
四
）

に
は
、
こ
の
御
厨
の
下
司
が
、
相
嘗
召
物
と
し
て
、
鮒
・
鮨
・
鮀
・
海
老

と
あ
わ
せ
て
鯉
十
喉
の
進
上
を
命
じ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
下
鴨
社
に
お
い
て
、

古
代
律
令
祭
祀
の
流
れ
を
引
く
相
嘗
会
の
鯉
を
、
こ
の
御
厨
で
調
達
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
琵
琶
湖
及
び
そ
の
周
辺
が
、
神
饌
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
鯉
の
産
地
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
確
立
し
て
い
た
結
果

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

政
所
下　

堅
田
御
厨
下
司

　
　
　

可
レ

令
三

早
進
二-

上
相
嘗
召
物
一

事

　
　
　
　

鯉
十
喉　
　
　

鮒
五
十
喉

　
　
　
　

鮨
五
十
喉　
　

二
斗

　
　
　
　

海
老
三
斗

右
、
件
召
物
、
以
二

来
十
一
月
二
日
一

無
二

懈
怠
一

可
レ

令
二

進
上
一

之
状

如
レ

件
、

　
　
　
　

建
久
五
年
十
月
九
日　
　

在
判

　
　

在
判

　

琵
琶
湖
周
辺
に
お
け
る
賀
茂
社
の
鯉
の
確
保
に
つ
い
て
は
、『
発
心
集
』

か
ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
こ
に
は
、
翁
に
扮
し
た
「
近
江
の
湖
」
の
鯉
が
、

次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
す
る
説
話
が
載
る（

（1
（

。

我
、
鱗
の
身
を
う
け
て
、
得
脱
の
期
を
知
ら
ず
、
此
の
湖
の
底
に
て
、

多
く
の
年
を
つ
め
り
、
し
か
る
を
、
ま（
た
ま
た
ま
カ
）

た
ま
た
賀
茂
の
供
祭
に
な
り

て
、
そ
れ
を
縁
と
し
て
苦
患
を
ま
ぬ
か
れ
な
ん
と
仕
り
つ
る
を
、

す
な
わ
ち
、「
鯉
に
と
っ
て
、
神
社
へ
の
供
進
が
、
祭
神
の
介
在
に
よ
っ

て
悟
り
を
得
て
苦
し
み
を
逃
れ
ら
れ
る
機
会
」
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
た

と
理
解
で
き
る
。
下
鴨
社
司
層
の
出
身
で
あ
る
編
者
鴨
長
明
が
、
賀
茂
社
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の
ま
つ
り
に
供
進
さ
れ
る
鯉
が
殺
生
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
関
心
を
向

け
て
い
た
が
ゆ
え
の
載
録
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

３　

安
曇
河
御
厨
か
ら
の
鯉
の
調
達

　

さ
て
、
上
賀
茂
社
に
焦
点
を
移
す
と
、
前
述
し
た
安
曇
河
御
厨
に
つ
い

て
は
、
堀
河
朝
（
応
徳
三
～
嘉
承
二
年
〈
一
〇
八
六
～
一
一
〇
七
〉）
に

成
立
し
た
と
さ
れ
る（

（1
（

。『
百
練
抄
』
に
は
、
次
の
通
り
、
寛
治
四
年

（
一
〇
九
〇
）
七
月
に
、
賀
茂
上
下
社
の
御
厨
を
分
置
し
た
旨
が
記
さ
れ

て
お
り（

（1
（

、
決
定
的
な
契
機
は
こ
の
と
き
と
考
え
ら
れ
る
。

賀
茂
上
下
社
被
レ

奉
二

不
輸
田
六
百
余
町
一

、
為
二

御
供
田
一

、
近
日

称
レ

有
二

夢
想
一

、
供
二

御
膳
一

、
依
二

神
税
不
足
一

也
、
又
分
二-
置
御
厨

於
諸
国
一

、

　

成
立
の
前
提
に
は
、
上
賀
茂
社
か
ら
の
、
安
曇
川
を
社
領
と
す
べ
き
と

の
申
請
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が（

（1
（

、留
意
す
べ
き
は
、こ
の
申
請
に
対
し
、

先
に
紹
介
し
た
下
鴨
社
堅
田
御
厨
の
網
人
が
、
従
来
安
曇
川
で
漁
を
し
て

い
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、
上
賀
茂
社
と
社
領
を
半
分
割
す
る
よ
う
求
め
た

と
さ
れ
る（

（1
（

点
で
あ
る
。
こ
の
要
求
は
、
下
鴨
社
に
進
納
さ
れ
る
鯉
が
、
安

曇
川
で
漁
獲
さ
れ
得
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
上
賀
茂

社
に
お
い
て
も
、
淡
水
の
魚
類
な
ど
─
当
然
に
鯉
は
含
ま
れ
よ
う
─
を
確

保
す
る
場
と
し
て
、
成
立
前
か
ら
安
曇
川
に
高
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
成
立
し
た
御
厨
の
社
役
の
用
途
に
つ
い
て
は
、
日
別
供
祭
物

に
す
る
よ
う
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
進
め
た
「
河
海
之
魚
鱗
」
に
つ

い
て
は
、「
朝
夕
之
御
贄
」
と
す
る
よ
う
限
定
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。
実
際
、『
嘉

元
年
中
行
事
』
に
は
、「
日
供
」
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
、
御
戸
開
の

伴
う
神
事
の
当
日
に
も
、
鯉
な
ど
の
供
進
と
は
別
に
、
当
日
の
日
供
を
供

進
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る（

（2
（

。
逆
に
、
御
戸
開
の
伴
う
神
事
そ
の
も
の
に
、

御
厨
か
ら
の
品
が
供
進
さ
れ
る
筋
道
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
安
曇
河
御
厨
は
、
成
立
し
た
白
河
院
政
期
の
ほ
か
、
平
氏

政
権
期
で
も
、
日
供
の
供
進
に
支
障
を
き
た
す
事
態
が
起
き
て
お
り
、
都

度
社
役
の
安
堵
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
後
も
、
他
の
荘
園
勢
力

の
妨
害
が
続
い
て
い
た
と
さ
れ
る（

（2
（

。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
事
実
だ
と
す
れ

ば
、
当
御
厨
が
魚
介
類
の
安
定
供
給
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、

疑
問
が
残
る
。

　

そ
し
て
、
そ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
も
な
お
、
窮
状
を
示
し
た
上
賀

茂
社
・
御
厨
側
も
、
そ
の
訴
え
を
認
め
て
、
他
の
荘
園
勢
力
の
妨
げ
を
止

め
た
朝
廷
も
、
一
貫
し
て
日
供
進
納
の
実
現
に
ね
ら
い
を
絞
っ
て
い
る
。

御
戸
開
の
伴
う
神
事
に
、
当
然
か
つ
恒
常
的
に
、
安
曇
河
御
厨
で
漁
獲
し
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た
鯉
が
供
進
さ
れ
て
い
た
と
は
断
じ
難
い
。

　

そ
れ
で
は
、
日
供
以
外
の
神
事
に
、
神
饌
を
御
厨
か
ら
調
達
す
る
可
能

性
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
い
え
な
い
。
傍
例
と

し
て
、
再
び
下
鴨
社
の
堅
田
御
厨
を
と
り
あ
げ
る
と
、「
毎
日
御
膳
料
」

の
漁
進
を
前
面
に
た
て
、
自
ら
の
権
益
を
主
張
し
つ
つ
も（

（2
（

、
十
一
月
の
相

嘗
の
た
め
の
供
進
を
し
て
い
た（

（2
（

。
つ
ま
り
、
用
途
に
あ
わ
せ
た
対
応
が
必

ず
し
も
厳
密
で
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
治
承
・
寿
永
の
乱
の
こ
ろ
の
安
曇
河
御
厨
の
実
情
に
も
注
意
す

べ
き
点
が
あ
る
。
御
厨
側
に
よ
れ
ば
、
上
賀
茂
社
は
、
そ
の
乱
の
影
響
で
、

「
皆
悉
不
レ

叶
二

社
役
一

之
間
、
供
菜
令
二

不
通
一

、
日
別
供
菜
併
所
レ

及
二

断

絶
一

也
、
今
僅
所
レ

憑
者
、
近
江
安
曇
河
御
厨
計
也
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る（

（2
（

。
少
な
く
と
も
当
時
に
限
っ
て
は
、
神
事
全
般
の
魚
介
類
を

こ
の
御
厨
で
確
保
し
て
い
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
安
曇
河
御
厨
か
ら
進
納
さ
れ
た
鯉
が
、
御
戸
開
の
伴

う
神
事
の
恒
常
的
な
神
饌
と
な
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
と
は
い
い
切
れ

な
い
し
、
仮
に
定
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
実
現
性
は
低
か
っ
た
と
み

ら
れ
る
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
、
臨
時
な
い
し
限
定
的
に
は
、
進
納
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
か
つ
、
そ
の
事
実
が
周
知
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

４　

御
戸
開
の
伴
う
神
事
一
律
に
鯉
を
供
進
す
る
契
機

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
世
前
期
に
お
け
る
鯉
の
調
達
に
伴
う
困
難
さ
が
窺

知
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
困
難
を
生
み
だ
し
た
要
因
は
、

神
事
に
お
け
る
鯉
供
進
の
方
針
を
設
定
な
い
し
変
更
し
た
こ
と
に
あ
る
も

の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
少
し
関
心
の
方
向
を
変
え
、
方
針
の
画
期
を
考

え
た
い
。

　

冒
頭
に
掲
げ
た
表
に
示
し
た
上
賀
茂
社
の
神
事
は
、
そ
こ
で
も
触
れ
た

よ
う
に
、
相
嘗
会
や
、
平
安
時
代
前
期
か
ら
天
皇
か
ら
の
使
が
参
向
し
て

い
た
賀
茂
祭
が
含
ま
れ
る
一
方
で
、数
の
多
い
の
は
節
日
の
神
事
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
神
事
の
目
的
面
で
共
通
し
た
特
色
が
備
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。そ
こ
で
、こ
れ
ら
の
神
事
に
揃
っ
て
鯉
が
供
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
理
由
に
つ
い
て
、
一
定
程
度
の
考
察
を
加
え
る
。
な
お
、『
賀
茂
旧
記
』

の
次
の
記
事
に
よ
れ
ば（

（2
（

、神
饌
の
品
目
が
時
代
を
通
し
て
同
じ
は
で
な
く
、

何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
そ
の
増
減
が
あ
り
得
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い

て
念
頭
に
置
く
。

一
、
は
し
め
て
五
せ（
節
供
）く
の
こ（
御
料
）

れ
う
に
御
は（
飯
）ん
ま
い
る
、

　

さ
て
、
鯉
が
供
進
さ
れ
る
定
め
の
神
事
そ
の
も
の
に
焦
点
を
絞
り
、
そ

の
変
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
例
え
ば
、
五
月
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
競
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馬
神
事
は
、
宮
中
の
儀
に
な
ら
っ
て
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
に
開
始
さ

れ（
（2
（

、
そ
の
経
済
基
盤
も
ま
た
、
院
政
期
に
確
立
さ
れ
た
荘
園
に
よ
っ
て
構

築
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
荘
園
の
中
に
は
、
社
司
に

充
て
ら
れ
、
子
孫
が
相
伝
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る（

（2
（

。

　

上
賀
茂
社
の
社
領
拡
大
の
端
緒
と
し
て
、
先
に
示
し
た
寛
治
四
年
の
不

輸
田
寄
進
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
経
済
状
況
が
変
化
し
、
社
司
組

織
の
整
備
も
な
さ
れ
た（

（2
（

の
に
あ
わ
せ
、
神
事
の
次
第
の
確
立
を
、
当
時
の

社
司
層
が
進
め
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
御
戸
開
の
伴
う
重
要
な
神
事
一
律

に
、
鯉
を
供
進
す
る
よ
う
定
め
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
重
要
な
神
事
を
同
一
の
品
で
統
一
さ
せ
る
と
い
う
方
針
の

決
定
と
、
上
賀
茂
社
の
神
饌
と
し
て
の
、
鯉
の
選
択
が
同
時
で
あ
る
と
は

限
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
次
で
は
、
そ
の
選
択
に
至
っ
た
背
景
を
考
え
る
こ

と
と
す
る
。

二　

鯉
を
選
択
し
た
背
景
に
つ
い
て

１　

平
安
時
代
中
期
ま
で
の
上
賀
茂
社
の
経
済
基
盤

　

鯉
の
選
択
の
時
期
が
、
院
政
期
よ
り
前
で
あ
る
可
能
性
に
言
及
し
た
の

は
、
寛
治
四
年
の
不
輸
田
寄
進
・
御
厨
分
置
が
、「
神
税
不
足
」
に
よ
る

と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

（2
（

。
寄
進
等
の
直
接
的
理
由
は
日
別
御
供
の
開
始
と

考
え
ら
れ
る
が（

（3
（

、
そ
れ
よ
り
前
か
ら
神
税
の
用
途
が
定
ま
っ
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
起
き
た
と
も
評
価
で
き
る
。
そ
こ
で
、
寛
治

四
年
以
前
の
経
済
基
盤
の
特
色
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、整
理
を
試
み
る
。

　

上
賀
茂
社
に
は
古
代
か
ら
、
そ
の
公
課
が
神
社
の
維
持
に
用
い
ら
れ
る

神
戸（

（3
（

が
充
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
神
戸
の
な
い
神
社
も
多
い
中
、
同

社
は
相
対
的
に
戸
数
が
多
い
。
明
確
な
と
こ
ろ
で
い
け
ば
、
延
暦
四
年

（
七
八
五
）
に
愛
宕
郡
封
十
戸
を
充
て
ら
れ
て
い
る（

（3
（

。
注
目
す
べ
き
は
そ

の
場
所
で
、愛
宕
郡
は
神
社
の
鎮
座
す
る
郡
に
ほ
か
な
ら
な
い
。つ
ま
り
、

周
辺
に
あ
る
程
度
の
神
戸
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る（

（3
（

。
そ
の
後
も
増

封
の
ほ
か
、
神
田
が
充
て
ら
れ
て
い
る
が
、
確
か
め
ら
れ
る
中
で
は
、
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
山
城
国
に
設
け
ら
れ
て
い
る（

（3
（

。
全
国
に
社
領
が
拡
大
す

る
の
は
、
院
政
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
に
な
る
と
、
愛
宕
郡
の
四
郷
が
寄
進

さ
れ
る
。
こ
れ
は
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
地
域
を
区
切
り
、
社
寺
領

や
官
衙
の
施
設
な
ど
を
除
外
し
た
上
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
寄
進
さ
れ
た

社
領
は
、
後
に
境
内
六
郷
と
称
さ
れ
、「
長
く
同
社
の
財
政
を
支
え
る
最

重
要
基
盤
と
し
て
の
役
割
」
を
果
た
し
た
と
評
価
さ
れ
る（

（3
（

。

　

以
上
の
経
緯
を
俯
瞰
す
る
と
、
平
安
時
代
中
期
ま
で
の
上
賀
茂
社
の
経

済
基
盤
が
、
周
辺
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
、
延
い
て
は
、

地
域
的
な
影
響
が
、
何
ら
か
の
形
で
神
事
に
影
響
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
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る
。
し
た
が
っ
て
、
鯉
の
選
択
に
も
神
社
鎮
座
地
の
影
響
が
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
食
文
化
や
、
調
達
の
し
や

す
さ
、
と
い
っ
た
視
座
か
ら
確
か
め
る
こ
と
と
す
る
。

２　

人
の
儀
礼
に
お
け
る
鯉

　

大
雑
把
な
話
で
は
あ
る
が
、
古
代
よ
り
、
人
が
鯉
を
食
す
機
会
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
当
時
の
文
書
や
説
話
か
ら
で
も
確
認
で
き
る（

（3
（

。
た
だ
、
こ
こ

で
は
、
上
賀
茂
社
を
京
の
鎮
守
と
位
置
づ
け
、
そ
の
神
事
の
面
で
密
接
に

か
か
わ
る（

（3
（

、
天
皇
・
皇
族
や
高
級
官
人
層
と
、
鯉
と
の
か
か
わ
り
に
絞
っ

て
整
理
し
た
い
。

　

律
令
体
制
下
で
、
鯉
の
使
途
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
い
え
ば
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
延
喜
主
計
式
に
は
、
美
濃
国
の
中
男
作
物
と
し
て

そ
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る（

（3
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
年
魚
や
鰒
と
い
っ
た
、
他

の
水
産
物
が
各
所
か
ら
納
め
ら
れ
る
の
と
比
べ
る
と
、
わ
ず
か
で
あ
る
。

ま
た
、所
定
の
節
日
に
お
い
て
内
膳
司
に
貢
進
さ
れ
る
御
贄
に
お
い
て
は
、

「
雑
鮮
味
物
」
と
あ
り（

（3
（

、
鯉
が
含
ま
れ
る
余
地
が
あ
る
が
、
明
記
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

他
方
、
平
安
時
代
中
期
の
延
喜
十
一
年
（
九
一
一
）
に
な
る
と
、
畿
内

及
び
近
江
国
の
都
合
六
か
国
に
対
し
、
宮
中
へ
の
日
次
御
贄
の
供
進
を
求

め
る
よ
う
に
な
る（

（4
（

。

延
木
十
一
年
十
二
月
廿
日
官
符
、
始
定
二

六
箇
国
日
次
御
贄
一

、
山
城

国
、
雉
、
鳩
、
鶉
、
鴨
、
小
鳥
、
鯉
、
鮒
、
鰕
一
日
、
七
日
、
十
三
日
、

十
九
日
、
廿
五
日
、

（
中
略
）
者
、

こ
の
際
、
山
城
国
の
ほ
か
、
河
内
・
摂
津
・
近
江
の
各
国
に
鯉
の
進
上
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。
従
前
の
供
御
の
態
勢
を
改
め
る
な
か
で
、
鯉
が
そ
の

品
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

同
じ
時
期
に
は
、
贈
答
目
的
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
例
も
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
、
関
白
藤
原
忠
平
が
、
甥

で
も
あ
る
朱
雀
院
か
ら
、
雉
と
と
も
に
鯉
を
受
け
取
っ
て
い
る（

（4
（

。

従
二

朱
雀
院
一

使
仲
陳
朝
臣
有
二

恩
問
一

、
亦
賜
二

雉
、
鯉
等
一

、

　

ま
た
、
憲
平
親
王
（
の
ち
の
冷
泉
天
皇
）
誕
生
に
あ
た
り
、
叔
父
の
有

明
親
王
が
外
祖
父
藤
原
師
輔
に
対
し
、「
雉
一
翼
幷
家
池
鯉
二
隻
」
を
送

る
な
ど
し
て
い
る（

（4
（

。
任
大
臣
大
饗
の
供
膳
の
生
物
と
し
て
登
場
す
る
点（

（4
（

か

ら
し
て
も
。
鯉
は
、
い
わ
ゆ
る
ハ
レ
食
の
食
材
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
了
解
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
上
賀
茂
社
に
日
別
御
供
の
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
不
輸

田
寄
進
・
御
厨
分
置
が
な
さ
れ
る
前
に
鯉
は
、
人
の
儀
礼
の
品
と
し
て
の
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位
置
づ
け
を
確
立
し
て
い
た
と
い
え
る
。
前
述
し
た
競
馬
の
よ
う
に
、
宮

中
の
行
事
を
導
入
し
て
、
自
ら
の
神
事
と
し
た
と
み
ら
れ
る（

（4
（

同
社
に
お
い

て
は
、
神
饌
品
目
を
決
定
す
る
、
あ
る
い
は
組
み
合
わ
せ
る
─
例
え
ば
、

鯉
と
鳥
を
対
に
す
る
─
局
面
に
お
い
て
も
、
宮
中
や
官
人
の
儀
礼
を
参
考

に
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
荒
唐
無
稽
で
は
な
か
ろ
う（

（4
（

。

３　

仏
教
的
思
想
の
影
響
に
つ
い
て

　

前
節
の
見
立
て
を
し
て
も
な
お
、
鯉
の
選
択
自
体
の
画
期
を
平
安
中
期

な
い
し
後
期
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
時
期
、
一
部
の
他
社
で

は
、
い
わ
ゆ
る
精
進
神
饌
が
供
進
さ
れ
て
い
た
。
山
城
国
の
石
清
水
宮
が

該
当
す
る
が
、
同
宮
に
お
け
る
契
機
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
伝
承

が
あ
る（

（4
（

。
時
代
設
定
は
、
敦
実
親
王
が
出
家
す
る
天
暦
四
年
（
九
五
〇（

（4
（

）

よ
り
前
で
あ
る
が
、
魚
味
で
は
な
く
精
進
の
御
供
を
祭
神
が
選
ん
だ
と
す

る
背
景
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
前
者
が
仏
教
の
戒
律
に
触
れ
る
殺
生

の
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
解
が
存
在
す
る
。

爰
式
部
卿
ノ
親
王
敦
実
、
衣
冠
ヲ
正
ク
シ
テ
、
精
進
、
魚
味
ノ
二
ツ

ノ
御
供
ヲ
、
手
自
奉
リ
玉
ヒ
テ
、
神
慮
ヲ
伺
ヒ
玉
ヒ
シ
ニ
、
精
進
ノ

御
供
ノ
御
飯
ニ
御
箸
立
シ
ヨ
リ
、肉
食
ヲ
留
、精
進
ノ
御
供
ヲ
備
奉
ル
、

　

こ
れ
は
鎌
倉
時
代
の
説
話
な
の
で
、
事
実
の
反
映
度
合
い
に
つ
い
て
注

意
す
べ
き
だ
が
、
平
安
時
代
中
期
の
例
も
存
在
す
る（

（4
（

。
引
用
し
た
の
は
、

天
延
二
年
（
九
七
四
）
に
、
筑
前
宗
像
社
の
宮
司
な
ら
び
に
氏
人
が
朝
廷

に
示
し
た
由
緒
の
一
部
で
あ
る
が
、
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
以
後（

（4
（

、
祭
神

が
菩
薩
位
を
受
け
た
の
を
契
機
に
、
漁
猟
を
取
り
や
め
た
と
す
る
。

奉
レ

授
二

菩
薩
位
一

矣
、
自
レ

爾
以
来
、
長
停
二

猟
山
漁
海
之
祠
祀
一

、

修
二

法
施
登
覚
之
善
根
一

、年
首
歳
末
幷
薫
二

香
花
一

、或
五
日
或
三
夜
、

啒啒
二

僧
侶
一

唱
二

法
味
一

、
移
二

彼
田
猟
之
料
一

、
充
二

此
功
徳
之
施
一

、

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
殺
生
に
対
す
る
忌
避
感
が
神
社
の
神
饌
に
対

し
影
響
を
及
ぼ
す
時
期
は
、
遅
く
と
も
平
安
時
代
中
期
に
訪
れ
た
と
い
え

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
以
降
に
、
全
く
前
例
の
な
い
と
こ

ろ
か
ら
、
殺
生
の
伴
う
鯉
、
そ
し
て
鳥
を
神
饌
の
品
目
と
し
て
選
定
す
る

と
は
考
え
難
い
。
つ
ま
り
、
対
に
な
っ
て
い
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
こ

れ
ら
の
品
が
神
饌
と
し
て
選
ば
れ
た
時
期
は
、
そ
れ
よ
り
前
と
み
る
こ
と

が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

４　

古
代
の
神
ま
つ
り
と
鯉

　

し
か
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
中
期
よ
り
前
、
神
事
一
般
に
お
け
る
神
饌
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と
し
て
、
鯉
が
主
流
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。朝
廷
祭
祀
の
祭
料
を
詳
細
に
規
定
し
た
延
喜
神
祇
式
に
お
い
て
は
、

水
産
物
と
し
て
堅
魚
・
平
魚
の
名
が
多
く
あ
が
り
、
鰒
に
至
っ
て
は
調
製

の
方
法
や
産
地
で
区
別
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
鯉
は
登
場
し
な
い
。

　

そ
れ
ば
か
り
か
、
延
喜
式
全
体
を
俯
瞰
し
て
も
、
儀
礼
に
お
い
て
鯉
を

用
い
る
事
例
は
限
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
は
、
大
学
寮
の
釈
奠
で
、
二
月（

（5
（

の

園
韓
神
・
春
日
・
大
原
野
の
諸
祭
の
前
に
享
日
す
な
わ
ち
儀
礼
の
日
が
あ

る
場
合
、
三
牲
（
大
鹿
・
小
鹿
・
豕
）
や
兎
に
替
え
て
、
五
寸
以
上
の
鯉
・

鮒
の
類
五
十
隻
を
用
意
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た（

（5
（

。
神
事
と
関
連
す
る
規

定
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
儒
教
の
儀
礼
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
。

　

も
う
一
例
は
、
内
膳
司
の
庭
火
幷
平
野
竈
神
祭
の
た
め
の
「
鯉
魚
四
隻
」

の
用
意
で
あ
る（

（5
（

。
祭
神
の
う
ち
庭
火
神
は
、
平
安
時
代
前
中
期
に
し
ば
し

ば
神
階
叙
位
の
対
象
と
な
っ
て
お
り（

（5
（

、
朝
廷
の
中
で
も
重
要
な
神
祇
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。た
だ
し
、儀
礼
の
規
定
自
体
は
陰
陽
式
に
載
る
、

す
な
わ
ち
陰
陽
寮
の
主
管
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
他
の
多
く
の
祭
祀
の
よ

う
に
、
神
祇
官
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
儀
礼
と
し
て
は
独
自
性
の
強
い
も

の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
以
上
の
点
に
基
づ
け
ば
、
古
代
の
神
ま
つ
り

に
お
い
て
、
鯉
が
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
と
断
言
す
る
の
は
難
し
い（

（5
（

。

　

た
だ
し
、
朝
廷
祭
祀
で
あ
っ
て
も
、
鯉
の
供
進
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
。

律
令
祭
祀
の
風
神
祭
に
お
い
て
は
、
対
象
と
な
る
龍
田
社
の
鎮
座
す
る
、

大
和
国
内
各
郡
か
ら
の
贄
が
供
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。そ
し
て
、

そ
の
品
に
つ
い
て
は
、
国
の
正
税
の
交
易
に
よ
る
よ
う
定
め
ら
れ
た（

（5
（

。

国
司
次
官
以
上
一
人
専
当
行
事
、
即
令
二

諸
郡
別
交
易
一

、
供
二-

進
贄

二
荷
一

、
其
直
幷
米
酒
稲
、
並
用
二

当
国
正
税
一

、

同
祭
で
は
、
神
祇
官
が
鰒
や
堅
魚
な
ど
の
魚
介
類
を
用
意
す
る
が
、
そ
れ

と
は
別
で
あ
る
。
交
易
に
よ
る
と
な
る
と
、
実
情
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な

品
種
を
贄
と
し
て
用
意
し
得
た
と
理
解
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
品
が
重
ん
じ
ら
れ
た
か
と
な
る
と
、
そ
の
鮮

度
を
求
め
る
事
例
も
存
在
す
る
。
朝
廷
祭
祀
の
鳴
雷
神
祭
に
お
い
て
、
銭

で
「
菓
」
を
調
達
す
る
規
定（

（5
（

は
そ
れ
に
該
当
し
よ
う
。
ま
た
、
伊
勢
神
宮

に
お
い
て
も
、
平
安
時
代
初
期
に
は
、
近
隣
の
志
摩
国
神
戸
百
姓
か
ら
納

め
ら
れ
た
「
鮮
蚫
・
螺
」
を
「
御
贄
」
と
称
し
、
調
理
の
上
供
進
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た（

（5
（

。

　

こ
う
し
た
実
例
を
勘
案
す
る
と
、古
代
上
賀
茂
社
の
ま
つ
り（

（5
（

に
お
い
て
、

新
鮮
な
魚
介
類
を
調
達
し
て
い
て
も
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
が
、
神
社
が
鎮
座
し
、
か
つ
、
海
の
な
い
山
城
国

に
多
く
存
在
し
た
神
戸
が
、
鮮
度
を
保
っ
て
進
納
し
や
す
い
食
材
を
求
め
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た
結
果
、
鯉
を
選
択
し
た
、
と
い
う
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

万
治
・
寛
文
年
間
（
一
六
五
八
～
七
三
）
ご
ろ
の
、
上
賀
茂
社
の
年
中

神
事
の
次
第
等
に
関
す
る
記
録
『
神
事
次
第
覚
書
』
に
は
、
賀
茂
祭
の
も

の
と
み
ら
れ
る
、葵
を
筆
頭
と
す
る
神
饌
供
進
の
次
第
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、「
次
御
コ
イ
代
た
い
、
次
鳥
代　
　
ス
ル
メ
、
」
と
あ
る（

（5
（

。
賀
茂
祭
の

再
興
（
元
禄
七
年
〈
一
六
九
四
〉）
も
な
さ
れ
て
い
な
い
中
で
、
鯉
を
、

お
そ
ら
く
鯛
に
代
え
た
の
は
や
む
を
得
な
い
事
情
あ
っ
て
の
ゆ
え
で
あ
ろ

う
が
、
こ
の
後
、
代
用
品
で
な
い
鯛
や
飛
魚
な
ど
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
列
挙
は
、
少
な
く
と
も
『
嘉
元
年
中
行
事
』
で
は
み
ら
れ
な
い
。

近
世
に
お
い
て
は
、
鯉
が
重
要
な
神
饌
で
あ
り
続
け
た
一
方
で
、
海
魚
供

進
の
比
重
の
高
ま
り
も
う
か
が
え
る（

（6
（

。
こ
う
し
た
認
識
の
醸
成
は
、
社
内

に
お
け
る
神
饌
の
品
目
の
意
義
の
見
直
し
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

う
し
た
見
直
し
は
、
何
ど
き
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
お
り
、
中
世
の
鯉
に

つ
い
て
も
、
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

注（
１
）	『
賀
茂
社
嘉
元
年
中
行
事
』
の
解
題
に
つ
い
て
は
、
尾
上
陽
介
「
賀
茂
別
雷
神
社

所
蔵
『
賀
茂
神
主
経
久
記
』
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
紀
要
』

一
一
、
平
成
十
三
年
〈
二
〇
〇
一
〉）
に
よ
る
。
以
降
、
本
稿
で
は
『
嘉
元
年
中

行
事
』
と
す
る
。

（
２
）	

以
降
、
本
稿
で
は
本
文
に
示
し
た
所
作
を
「
御
戸
開
」
と
称
す
る
。
な
お
、『
嘉

元
年
中
行
事
』
に
、
戸
を
開
く
こ
と
が
直
接
的
に
記
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、「
御

し（

鎖

）

や
う
」
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
御
戸
開
が
な
さ
れ
る
次
第
で
あ
っ
た

と
理
解
し
て
い
る
。

（
３
）	『
類
聚
名
義
抄
』、
あ
る
い
は
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
と
い
っ
た
中
世
の
辞
書
に
よ
れ

ば
、
鯉
は
「
こ
ひ
」
と
表
記
す
る
も
の
が
多
い
が
、「
こ
ゐ
」
を
鯉
と
解
釈
し
た

理
由
と
し
て
は
、
神
饌
供
進
の
次
第
に
登
場
す
る
な
か
で
、
対
応
す
る
品
と
し
て

最
も
適
切
で
あ
る
点
、『
嘉
元
年
中
行
事
』
の
作
者
が
後
掲
（
４
）
で
も
「
こ
ゐ
」

の
語
を
用
い
て
水
産
物
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
、
同
時
代
の
他
の
文
献
で
も
鯉

を
「
こ
ゐ
」
と
し
て
い
る
（
弘
安
三
年
七
月
二
日
日
蓮
書
状
〈
日
蓮
聖
人
遺
文
所

収
、
鎌
倉
遺
文
一
四
〇
一
一
〉
な
ど
）
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
４
）	『
乾
元
二
年
日
記
』（
賀
茂
別
雷
神
社
蔵
。
賀
茂
別
雷
神
社
史
料
三
所
収
）
同
年
正

月
一
日
条
。（　

）
の
傍
記
は
所
収
本
に
よ
る
。

（
５
）	『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
七
月
二
十
四
日
条
。「
与
等
津
」
と
表
記
。

（
６
）	『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
八
月
十
五
日
条
に
「
昨
今
淀
渡
舟
毛
三
坂
越
庄
々
問
男
、

各
四
五
艘
沙
汰
献
之
上
、
右
衛
門
府
狩
取
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
問
男
は
別
の
地

を
拠
点
と
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。
小
林
後
掲
（
８
）
は
木
津
川
沿
岸
の
荘
園

と
す
る
が
、『
赤
穂
市
史
』
一
巻
（
昭
和
五
十
六
年
〈
一
九
八
一
〉）
で
は
筑
後
国

三
池
荘
・
播
磨
国
坂
越
荘
と
す
る
。

（
７
）	
東
寺
百
合
文
書
ル
、
嘉
元
四
年
九
月
東
寺
十
八
口
供
僧
評
定
事
書
（
鎌
倉
遺
文

二
二
七
二
五
）。

（
８
）	

嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
の
時
期
の
淀
の
状
況
に
つ
い
て
、
小
林
保
夫
氏
は
、「
魚
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市
の
本
来
の
目
的
は
西
国
か
ら
運
び
込
ま
れ
る
塩
お
よ
び
合
物
を
独
占
し
、
の
ち

に
「
魚
市
問
丸
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
よ
っ
て
、
京
都
の
市
場
に
持
ち
込
む
こ
と

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
す
る
。「
淀
津
の
形
成
と
展
開
」『
年
報
中
世
史

研
究
』
九
、
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）。
な
お
、
近
世
で
は
、「
淀
河
」
が
鯉

の
第
一
の
名
産
地
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
（『
本
朝
食
鑑
』
七
河
湖
有
鱗
、
鯉
）、
そ

う
し
た
認
識
が
中
世
か
ら
存
在
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題

と
し
た
い
。

（
９
）	『
嘉
元
年
中
行
事
』
正
月
十
四
日
御
た
な
の
御
神
事
の
次
第
は
、
膝
下
社
領
で
あ

る
境
内
六
郷
の
神
饌
を
、
郷
ご
と
に
進
め
る
さ
ま
を
、
比
較
的
具
体
的
に
記
し
て

い
る
が
、
神
饌
の
品
目
に
関
す
る
も
の
は
な
い
。
ま
た
、『
乾
元
二
年
日
記
』
に

お
い
て
も
、
同
年
同
日
条
に
お
い
て
、
神
事
執
行
自
体
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
る

が
、
品
目
に
つ
い
て
は
先
と
同
様
に
触
れ
て
い
な
い
。『
嘉
元
年
中
行
事
』
で
、

「
と（
頭
）う

人
の
名
字
、
を（
小
野
）の

ゝ
郷
の
名
主
等
の
け（
交
）う

名
を
た（
尋
）つ

ね
申
て
御
祝
言
に
申

へ
し
」
と
い
う
、
頭
人
等
の
名
を
都
度
尋
ね
て
祝
詞
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
な
社
司

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
神
饌
の
品
目
は
諸
郷
に
委
ね
る
べ
き
、
と
の
認
識
が
あ
っ

て
も
、
特
段
不
自
然
で
は
な
い
。

（
10
）	

第
二
祭
礼
、
正
月
十
四
日
御
棚
会
。
引
用
は
賀
茂
別
雷
神
社
校
訂
本
に
よ
る
。

（
11
）	

須
磨
千
頴
『
賀
茂
別
雷
神
社
境
内
諸
郷
の
復
元
的
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
平

成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）。
実
際
、
本
文
に
示
し
た
『
賀
茂
注
進
雑
記
』
の
引
用

部
も
、「
此
御
神
事
の
儀
式
の
み
大
を
小
に
も
ち
ゐ
か
へ
候
て
も
神
供
以
下
か
は

る
事
な
く
勤
来
候
は
、
か
の
六
郷
の
領
知
ど
も
御天
正

検
地
よ
り
零
落
に
て
（
注
略
）

大
野
郷
な
ど
は
大
か
た
大
徳
寺
領
に
な
り
、
小
山
・
小
野
郷
も
他
領
に
な
り
行
候

へ
ど
も
、
か
つ
が
つ
今
に
社
納
あ
る
ゆ
へ
に
其
領
に
石
打
米
を
う
ち
か
け
て
絶
ざ

る
と
み
え
て
候
」
と
続
き
、「
安
曇
河
の
大
鯉
」
の
供
進
が
太
閤
検
地
以
前
の
あ

り
方
だ
と
い
う
示
唆
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）	

本
文
に
示
し
た
理
解
か
ら
踏
み
込
め
ば
、
御
棚
会
神
事
を
含
め
、
正
月
の
上
賀
茂

社
の
神
事
に
お
い
て
は
、
大
型
の
鯉
が
供
進
さ
れ
る
定
め
に
な
っ
て
い
た
可
能
性

が
想
起
さ
れ
る
。
た
だ
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
正
月
な
の
か
と
い
う
理
由
の

解
明
が
必
要
と
な
ろ
う
。
な
お
、
九
月
下
旬
に
客
に
も
て
な
す
魚
が
な
い
た
め
、

鯉
を
用
意
し
よ
う
と
し
た
下
り
の
あ
る
説
話
が
『
今
昔
物
語
集
』
に
載
る
。
巻

二
十
八
、
左
京
属
紀
茂
経
鯛
荒
巻
進
大
夫
語
第
三
十
。

（
13
）	『
賀
茂
御
祖
皇
大
神
宮
諸
国
神
戸
記
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
〈
三
手
文

庫
旧
蔵
〉
宝
永
六
年
〈
一
七
〇
九
〉
写
本
〈https

：//w
w

w
.digital.archives.

go.jp/im
g/4245836

〉
に
よ
る
）
巻
六
近
江
国
堅
田
所
引
、
建
久
五
年
十
月
九

日
政
所
下
文
。

（
14
）	『
発
心
集
』
八
、十
三　

或
る
上
人
、
生
け
る
神
供
の
鯉
を
放
ち
、
夢
中
に
怨
み
ら

る
る
事
。な
お
、『
沙
石
集
』流
布
本
は
、巻
一
に
同
様
の
説
話
を
載
録
し
て
い
る
。

（
15
）	

賀
茂
別
雷
神
社
蔵
、
貞
永
元
年
六
月
三
十
日
官
宣
旨
案
（
史
料
纂
集
賀
茂
別
雷
神

社
文
書
三
九
二
）。

（
16
）	『
百
練
抄
』
寛
治
四
年
七
月
十
三
日
条
。

（
17
）	『
新
撰
勘
用
記
』（
生
島
暢
「
下
鴨
神
社
文
書
『
新
撰
勘
用
記
』
に
つ
い
て
（
紹
介
）」

『
国
書
逸
文
研
究
』
二
六
、
平
成
五
年
〈
一
九
九
三
〉
に
よ
る
）
所
引
、
寛
治
四

年
三
月
二
十
四
日
鴨
御
祖
社
司
等
解
、『
賀
茂
御
祖
皇
大
神
宮
諸
国
神
戸
記
』
巻

六
近
江
国
安
曇
河
所
引
、
同
日
申
文
。
な
お
、
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
の
賀
茂

社
領
の
形
成
に
、
神
社
側
の
準
備
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
川
端
新

「
院
政
初
期
の
立
荘
形
態
」『
日
本
史
研
究
』
四
〇
七
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）。

（
18
）	

前
掲
（
17
）
文
書
。

（
19
）	

前
掲
（
15
）。

（
20
）	

正
月
一
日
・
三
月
三
日
・
四
月
酉
日
・
五
月
五
日
・
七
月
七
日
・
十
一
月
卯
日
が

そ
れ
に
あ
た
る
。

（
21
）	

前
掲
（
15
）、
元
暦
元
年
十
二
月
二
十
九
日
官
宣
旨
（
賀
茂
別
雷
神
社
蔵
。
史
料

纂
集
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
三
九
一
）。

（
22
）	
前
掲
（
17
）
文
書
。

（
23
）	
前
掲
（
13
）。
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（
24
）	

前
掲
（
21
）（
元
暦
元
年
官
宣
旨
）。

（
25
）	『
賀
茂
旧
記
』（
賀
茂
別
雷
神
社
蔵
。
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
三
所
収
）
元
久
元
年
五

月
五
日
条
。
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
は
、
二
十
年
以
上
存
在
し
て
い
な
か
っ
た

賀
茂
斎
院
が
礼
子
内
親
王
に
決
ま
っ
た
年
で
も
あ
る
（『
百
練
抄
』
元
久
元
年
六

月
二
十
三
日
条
）。
こ
の
こ
と
が
、
神
饌
品
目
増
加
の
一
因
と
な
っ
た
可
能
性
も

あ
る
が
、
推
測
に
留
め
て
お
く
。

（
26
）	『
賀
茂
皇
太
神
宮
記
』（
群
書
類
従
神
祇
部
所
収
）。
本
奥
書
に
、
応
永
二
十
一
年

（
一
四
一
四
）
三
月
下
旬
書
写
の
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）	

一
例
と
し
て
は
、
近
世
初
期
の
段
階
で
往
古
よ
り
の
競
馬
料
所
と
さ
れ
（
天
正

十
四
年
十
月
二
十
三
日
正
親
町
天
皇
綸
旨
〈
荻
野
仲
三
郎
氏
所
蔵
文
書
〉）、
寿
永

三
年
（
一
一
八
四
）
以
前
に
成
立
し
た
（
同
年
四
月
二
十
四
日
源
頼
朝
下
文
〈
賀

茂
別
雷
神
社
蔵
、
史
料
纂
集
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
二
〇
〉）
伊
予
国
菊
間
荘
が
あ

げ
ら
れ
る
。
同
荘
は
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
に
神
主
賀
茂
氏
久
に
充
て
ら
れ
（
同

年
九
月
五
日
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
〈
前
掲
史
料
纂
集
三
〇
八
〉）、
延
慶
三
年

（
一
三
一
〇
）
に
は
そ
の
孫
が
相
伝
し
て
い
る
（
同
年
十
二
月
二
九
日
伏
見
上
皇

院
宣
〈
前
掲
史
料
纂
集
三
一
一
〉）。
実
際
、
こ
の
神
事
に
あ
た
っ
て
は
、「
社
司
庄
」

か
ら
馬
を
調
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
（『
嘉
元
年
中
行
事
』
五
月
一
日
御

馬
番
の
神
事
）、
そ
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
は
、
宮
中
節
会
を
社
司
層
主
導
で
導

入
し
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
鈴
木
聡
子
「
国
家
節
会
か
ら
神
社
年
中
行
事
へ
」『
神

道
宗
教
』
二
四
六
、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）。
も
っ
と
も
、
前
掲
（
26
）

に
は
、「
天
下
の
御
祈
と
し
て
始
め
て
寛
治
七
年
に
敬
神
の
た
め
に
競
べ
馬
を
よ

せ
奉
ら
せ
給
ふ
よ
し
所
見
也
」
と
あ
り
、
時
の
朝
廷
の
介
在
が
あ
っ
た
可
能
性
に

留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
28
）	

若
山
憲
昭
「
中
世
前
期
に
お
け
る
賀
茂
別
雷
神
社
の
社
司
と
王
権
」『
Ａｎ
ｔ
ｉ
ｔ

ｌｅ
ｄ
』
三
、
令
和
六
年
（
二
〇
二
四
）。

（
29
）	

前
掲
（
16
）。

（
30
）	

日
別
御
供
の
開
始
に
つ
い
て
は
『
百
練
抄
』
寛
治
四
年
三
月
二
十
六
日
条
。
端
緒

を
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
の
神
託
に
あ
る
と
論
じ
た
の
は
、
小
島
鉦
作
「
賀
茂

御
祖
神
社
の
摂
津
長
洲
供
祭
人
の
研
究
」（
小
島
鉦
作
著
作
集
三
〈
吉
川
弘
文
館
、

昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）〉
所
収
。
初
出
昭
和
十
五
年
〈
一
九
四
〇
〉）
が
あ

る
。

（
31
）	

神
祇
令
神
戸
条
。

（
32
）	『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
十
一
月
庚
子
条
。
そ
の
戸
数
や
、
長
岡
京
へ
の
遷
都
直

後
と
い
う
時
期
か
ら
す
る
と
、
賀
茂
両
社
の
神
職
組
織
を
確
立
す
る
一
環
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。

（
33
）	『
新
抄
格
勅
符
抄
』
十
神
封
部
、
大
同
元
年
牒
に
も
、「
若
雷
神
」（
延
喜
神
祇
神

名
式
の
賀
茂
別
雷
神
社
の
注
に
よ
れ
ば
、
賀
茂
別
雷
神
の
別
名
と
解
釈
で
き
る
）

の
神
封
二
十
四
戸
の
う
ち
、
山
城
国
分
が
十
四
戸
と
あ
る
。
な
お
、
残
り
の
十
戸

は
丹
波
国
に
所
在
す
る
。

（
34
）	

増
封
に
つ
い
て
は
『
新
抄
格
勅
符
抄
』
十
神
封
部
、
諸
神
新
封
。
厳
密
な
時
期
は

不
詳
だ
が
、
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
。
神
田
に
つ
い
て
は
『
日

本
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
四
月
十
七
日
条
。

（
35
）	

須
磨
前
掲
（
11
）。

（
36
）	

逆
説
的
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、
疱
瘡
の
疾
患
の
時
に
、「
泄
痢
」
対
策
で
禁
じ
ら
れ

て
い
た
魚
類
の
中
に
鯉
の
名
が
あ
る
。『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
一
雑
文
上
凶
事
、

天
平
九
年
六
月
日
典
薬
寮
勘
申
。ま
た
、説
話
で
は
あ
る
が
、『
日
本
霊
異
記
』下
、

沙
弥
の
乞
食
を
撃
ち
て
、
現
に
悪
死
の
報
を
得
る
縁
第
十
五
に
は
、「
鯉
を
煮
て

寒
し
凝
ら
す
」
と
、
い
わ
ゆ
る
鯉
の
煮
凝
り
の
よ
う
な
料
理
法
が
記
さ
れ
て
い
る

（
後
掲
（
54
）
で
も
紹
介
し
て
い
る
）。

（
37
）	
平
安
時
代
初
期
よ
り
、
賀
茂
祭
に
皇
女
の
斎
院
が
参
じ
、
天
皇
よ
り
祭
使
が
差
遣

さ
れ
る
点
、
同
時
代
の
中
期
よ
り
宇
多
天
皇
の
意
に
よ
り
臨
時
祭
が
創
祀
さ
れ
た

点
な
ど
、
そ
の
接
点
は
数
多
い
。

（
38
）	

延
喜
主
計
式
美
濃
国
条
。

（
39
）	

延
喜
内
膳
式
諸
国
貢
進
御
贄
条
。
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（
40
）	『
西
宮
記
』
臨
時
丁
侍
中
事
裏
書
、
御
厨
子
所
例
所
引
、
延
喜
十
一
年
十
二
月

二
十
二
日
官
符
。
な
お
、
佐
藤
全
敏
氏
は
、
こ
の
時
期
の
食
材
調
達
制
度
の
変
化

な
ど
の
背
景
に
、
内
裏
の
外
の
食
事
様
式
を
取
り
込
も
う
と
す
る
動
き
の
あ
っ
た

こ
と
を
示
唆
す
る
。『
平
安
時
代
の
天
皇
と
官
僚
制
』
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成

二
十
年
（
二
〇
〇
八
）。

（
41
）	『
貞
信
公
記
』
天
慶
九
年
十
二
月
四
日
条
。

（
42
）	『
九
暦
』
天
暦
四
年
五
月
二
十
四
日
条
。

（
43
）	『
二
中
歴
』
八
供
膳
歴
。

（
44
）	

上
賀
茂
社
と
同
様
の
方
針
が
と
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
神
社
と
し
て
、
筑
前
宗
像
社

が
あ
げ
ら
れ
る
、
応
安
八
年
（
一
三
七
五
）
の
奥
書
の
残
る
同
社
の
年
中
行
事
書

に
は
、
正
月
の
白
馬
・
踏
歌
の
大
神
事
を
宮
中
か
ら
導
入
し
た
な
ど
と
記
さ
れ
て

い
る
。
宗
像
大
社
蔵
『
応
安
神
事
次
第
』
甲
本
。
中
世
の
神
社
で
は
他
に
も
、
同

様
の
例
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
45
）	

上
賀
茂
社
の
神
饌
と
し
て
、
鯉
と
鳥
が
対
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
本
文

で
示
し
た
観
点
か
ら
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
説
明
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
上
賀

茂
社
の
神
饌
と
ハ
レ
食
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
指
摘
と
し
て
、
宇
野
日
出
生
「
祭

祀
と
神
饌
」（『
上
賀
茂
の
も
り
・
や
し
ろ
・
ま
つ
り
』
思
文
閣
出
版
、
平
成
十
八

年
〈
二
〇
〇
六
〉）
が
、
神
饌
の
食
材
と
平
安
時
代
の
食
生
活
と
の
関
連
性
を
考

察
し
た
も
の
と
し
て
、
喜
多
野
宣
子
「
神
饌
か
ら
み
た
古
代
の
食
生
活
」（『
賀
茂

文
化
研
究
』
三
、
平
成
六
年
〈
一
九
九
四
〉）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
46
）	『
八
幡
愚
童
訓
』
下
、
放
生
御
事
。

（
47
）	『
大
鏡
裏
書
』
一
品
式
部
卿
敦
実
親
王
事
。

（
48
）	『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
一
諸
神
宮
司
補
任
、
天
元
二
年
二
月
十
四
日
官
符
。

（
49
）	

菩
薩
位
に
つ
い
て
は
、
源
清
平
が
大
宰
大
弐
の
と
き
に
、
祭
神
が
託
宣
し
た
こ
と

を
き
っ
か
け
と
す
る
と
し
て
い
る
。
清
平
の
同
職
補
任
は
天
慶
四
年
（
九
四
一
）

の
こ
と
で
あ
る
（『
公
卿
補
任
』
同
年
）。

（
50
）	

釈
奠
は
学
令
釈
奠
条
に
、
二
・
八
月
に
お
こ
な
う
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
、

園
韓
神
・
春
日
・
大
原
野
の
諸
祭
は
い
ず
れ
も
二
・
十
一
月
に
お
こ
な
わ
れ
る
定

め
と
な
っ
て
い
た
（
延
喜
神
祇
四
時
祭
式
）。
し
た
が
っ
て
、
重
な
る
の
は
二
月

で
あ
る
。

（
51
）	

延
喜
大
学
式
祭
日
相
当
条
。
な
お
、
鯉
・
鮒
を
用
意
す
る
こ
と
が
定
ま
っ
た
の
は

仁
和
元
年（
八
八
五
）の
こ
と
で
あ
る
。『
日
本
三
代
実
録
』同
年
十
一
月
十
日
条
。

（
52
）	

延
喜
陰
陽
式
竈
神
祭
条
。

（
53
）	

貞
観
九
年
（
八
六
七
）
に
は
四
位
（『
日
本
三
代
実
録
』
同
年
正
月
二
十
六
日
条
）、

康
保
三
年
（
九
六
六
）
に
は
従
三
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
（『
日
本
紀
略
』
同
年
八

月
二
十
六
日
条
）。

（
54
）	

渋
沢
敬
三
「
式
内
水
産
物
需
給
試
考
」（『
祭
漁
洞
襍
考
』
岡
書
房
、
昭
和
二
十
九

年
〈
一
九
五
四
〉、
初
出
昭
和
十
七
年
〈
一
九
四
二
〉）
は
、
延
喜
式
に
定
め
ら
れ

た
鯉
の
用
途
に
乏
し
い
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
料
理
法
か
ら
、
塩
乾
蔵
の
効
か
な

い
こ
と
が
貢
租
の
対
象
と
し
て
不
適
不
便
が
あ
っ
た
と
想
像
す
る
。

（
55
）	

延
喜
神
祇
四
時
祭
式
風
神
祭
条
。

（
56
）	

延
喜
神
祇
四
時
祭
式
鳴
雷
神
祭
条
。

（
57
）	『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
供
奉
朝
大
御
饌
夕
大
御
饌
行
事
用
物
事
。
こ
れ
ら
の
品
は
、

延
喜
式
に
定
め
ら
れ
た
御
贄
に
も
含
ま
れ
て
お
り
（
延
喜
内
膳
式
諸
国
貢
進
御
贄

条
）、
古
代
の
神
饌
の
選
択
が
、
人
び
と
の
嗜
好
と
対
応
し
て
い
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
。

（
58
）	『
社
務
補
任
記
』（
賀
茂
別
雷
神
社
蔵
。
須
磨
千
頴
「
賀
茂
別
雷
神
社
「
社
務
補
任

記
」」『
賀
茂
文
化
研
究
』
二
、
平
成
五
年
〈
一
九
九
三
〉
に
翻
刻
）
の
筆
頭
者
男

床
の
条
に
、
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
以
降
の
こ
と
と
し
て
、「
一
年
中
神
事
用
途

乏
少
之
由
依
レ

申
之
、
加
二-

増
一
町
一

」
と
あ
り
、
神
社
独
自
の
恒
例
の
ま
つ
り
が

存
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
59
）	

國
學
院
大
學
蔵
賀
茂
別
雷
神
社
座
田
家
文
書
。
目
録
〇
七
二
。
内
題
は
な
く
、
外

題
に
は
「
奈
良
社
禰
宜
従
五
位
上
有
久　

神
事
次
第
覚
書　

万
治
三
子
年
十
二
月

廿
九
日
」
と
あ
る
。「
有
久
」
は
寛
文
八
年
（
一
六
五
八
）
卒
の
人
物
と
み
ら
れ
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る
の
で
（『
賀
茂
社
家
系
図
』
神
道
大
系
神
社
編
八
所
収
）、
同
書
は
そ
れ
以
前
の

成
立
か
。
な
お
、
同
書
に
お
い
て
、
代
替
品
と
し
て
鯛
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
神

事
と
し
て
、
他
に
は
相
嘗
会
が
あ
る
が
、
六
月
祓
ノ
御
神
事
・
七
月
七
日
御
節
供

御
戸
開
の
際
は
、
鯉
の
代
わ
り
に
「
指
サ
バ
」
な
い
し
「
指
さ
は
」
と
あ
る
。
こ

れ
は
お
そ
ら
く
、
刺
鯖
で
あ
ろ
う
か
。

（
60
）	『
賀
茂
本
宮
幷

貴
布
禰
社
内
外
陣
神
供
備
様
之
図
』（
國
學
院
大
學
蔵
賀
茂
別
雷
神

社
座
田
家
文
書
。
目
録
〇
七
五
）
に
は
、
延
宝
年
間
（
一
六
七
三
～
一
六
八
一
）

も
の
と
目
さ
れ
、
時
の
神
主
な
ど
が
作
成
し
た
と
さ
れ
る
内
陣
の
配
膳
図
の
写
し

が
載
る
。そ
の
中
で
鯉
は
、御
棚
の
上
段
に
備
進
さ
れ
る
よ
う
描
か
れ
て
い
る
が
、

二
尾
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
鯛
は
同
じ
段
だ
け
で
十
尾
あ
る
。
飛
魚
に
つ

い
て
は
、
棚
の
下
段
や
別
の
机
に
用
意
さ
れ
る
が
、
櫃
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
海

魚
を
多
く
備
進
す
る
方
針
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

附
記

　
『
賀
茂
社
嘉
元
年
中
行
事
』
の
引
用
は
、
過
去
に
筆
者
が
お
こ
な
っ
た
原
本
調
査
の

記
録
に
よ
る
。
閲
覧
の
機
会
を
提
供
い
た
だ
い
た
賀
茂
別
雷
神
社
に
御
礼
申
し
上
げ

る
。ま
た
、本
稿
執
筆
の
準
備
に
協
力
い
た
だ
い
た
青
木
里
紗
氏
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

　

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
２
Ｈ
０
０
０
１
５
の
助
成
に
よ
る
研
究
の
成
果
で
あ
る
。


